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　平成 24 年 4 月 1 日に施行・適用された改正労働安全衛生規則第 24 条の 13 及びその通知を促進
するための指針（平成 24 年厚生労働省告示第 132 号「機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の
通知の促進に関する指針」）では、新品・中古品を問わず機械の譲渡者等（※）は、その機械と
ともに残留リスク情報を機械の使用者（ユーザー）に提供することを求めています。

　注）このパンフレットでは、いろいろな方法で残留リスク情報が表現できることを各事例において
示しています。紙面の都合上、それぞれの事例においては、残留リスク情報の一部を省略していま
すので、これらの事例を参考に残留リスク情報を作成する場合は、この点にご留意ください。

機械に関する危険性等の通知情報の作成事例機械に関する危険性等の通知情報の作成事例機械に関する危険性等の通知情報の作成事例
（平成24年改正労働安全衛生規則への対応）

提供する機械の危険性等（残留リスク一覧・リスクマップ）の情報の作成手順

機械の包括的安全基準に関する指針（平成19年7月31日付基発第
0731001号。以下「機械包括安全指針」）に基づくリスクアセスメ
ント及びその結果に基づくリスク低減措置の実施

残留リスク一覧の作成

残留リスクマップの作成

残留リスクマップ、残留リスク一覧を、実施したリスクアセスメント
の前提となる情報（機械の制限仕様のシート等）とともに提供

製造者（メーカー）、販売者、商社、リース・レンタル業者、
製造業務の委託先に機械を無償供与する者、複数の機
械を組み合わせてインテグレートする者など、有償・
無償を問わず、機械を譲渡または貸与する者

（※）機械の譲渡者等とは

厚生労働省・中央労働災害防止協会
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ステップ１ 機械包括安全指針に基づくリスクアセスメントを行います。

（1）機械の使用条件を明確にし、機械の制限仕様のシートを作成する。

（2 ）全ての危険源を同定してリスク評価を行い、適切なリスクの低減が達成されていないと判断され

た危険源に対してリスク低減方策の実施を検討する。

（3 ）検討したリスク低減方策によって適切にリスクレベルを下げることができているか確認し、リス

クアセスメント結果をまとめた表（まとめ表）を作成する。

※メーカーのための機械工業界リスクアセスメントガイドライン（http://www.jmf.or.jp/japanese/standard/pdf/hyojun_guidline.pdf）参照

残留リスク情報ができるまで残留リスク情報ができるまで残留リスク情報ができるまで
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ステップ２ 残留リスク一覧を作成します。

（1）まとめ表から残留リスクの項目を抜き出し、残留リスク一覧に入れる。

（2 ）まとめ表にない「作業に必要な資格・教育」、「取扱説明書参照ページ」、「機械ユーザーが実施す

る保護方策」等の項目を記入し、残留リスク一覧を完成させる。

ステップ3 残留リスクマップを作成します。

（1 ）残留リスク一覧から残留リスクマップに明示する項目を特定し、その場所を示す機械の写真や図

を選定または作成する。

（2 ）機械の写真や図に、（１）で特定した項目がどの部分かわかるように表示し、残留リスク一覧の

「No．」と「残留リスク」を記入する。

残留リスク情報の表現の仕方には様々な方法があります。
次ページから、その方法についていくつか例を示します。

残留リスク一覧

残留リスクマップ 正面 背面

危険

保護方策を実施しなかった場合に、
人が死亡または重傷を負う可能性
が高い内容

警告

保護方策を実施しなかった場合に、
人が死亡または重傷を負う可能性
がある内容

注意

保護方策を実施しなかった場合に、
人が軽傷を負う可能性がある内容

残留リスクマップ・一覧の作成に
当たっては、機械の全体図が示さ
れていること等、「「機械に関する
危険情報の通知」が努力義務にな
りました」パンフレット（最終
ページのURL参照）に示された留
意事項を踏まえて作成することが
必要です。
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事例１  残留リスクを１枚の図に示した例（マシニングセンタ）

機械の外観

残留リスク一覧
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作業者が危険源と接する可能性のある開口部が一覧できるように、真上から見た１枚の図（平面図）
で示しています。
１枚の紙面でリスクマップを作成する場合、正面図や側面図のような作業者の目線に合わせて作成さ
れたリスクマップも多いですが、このように平面図を用いることによって、１枚の図で表すことも可能
です。

残留リスクマップ
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事例2  写真を使って残留リスクマップを示した例
　　　　　  （食肉を加工する機械̶鶏もも肉脱骨ロボット）

機械の外観

残留リスク一覧
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残留リスクマップ

機械の内部が複雑でわかりにくい場合などは写真を使ってもかまいません。
特に、食品加工機械は異物混入を避けるため、外側のカバーに警告等の表示がなされている場合が多
く、直接機械に表示されていないため、作業者に危険源が適切に伝わっていないことがあります。
この例では、全体の写真を使って危険源の位置がわかるように示し、その具体的な部位を拡大写真を
使って説明しています。
このように、機械メーカーとして除去し切れなかった危険源に対して機械ユーザーの管理的手法に

よって作業者の安全を確保しなければならない場合は、図や写真を組み合わせて使用することで、わか
りやすく伝える工夫をしましょう。

危険
警告
注意

No. 15
No. 3
－

箇所 B（上部：駆動部）

危険
警告
注意

－
No. 10、No. 13
－

箇所 G（下部：全体）

危険
警告
注意

－
No. 6、No. 12
－

箇所 E（中間部：揺動部）

危険
警告
注意

箇所 A（下部：カッター部）
－
No. 1、No. 2、No. 8、No. 11
－

上部

中間部

下部

↓No.15 ↓No.3

↑No.10↑No.2, No.11

↑No.8

↑No.1, No.11

↑No.6, No.12

→
No.13
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事例3  三面図を使って残留リスクマップを作成した例（真空包装機）

機械の外観

残留リスク一覧
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残留リスクマップ

残留リスクマップは、機械の危険源が一覧できることが重要です。
写真や俯瞰図などは、一方向の表現に優れていますが、どうしても隠れた部分が生じてしまいます。

その隠れた部分にも危険源などがある場合は、機械ユーザーにとって危険箇所の特定が難しいことにな
ります。
危険源が、機械の特定の方向にまとまっておらず、様々な方向に残留リスクとして存在する場合は、
三面図を使って、危険個所を示すのもひとつの方法です。

丸数字は、残留リスク一覧の「No.」を示します。



10

事例4  俯瞰図（鳥瞰図）を使い危険の種類ごとに
　　　　　  残留リスクマップを作成した例（平面研削盤）

残留リスク一覧

残留リスクマップは、右ページのように危険の種類により３つに分けて作成しています。
このように、俯瞰図を使って、危険の種類ごとに複数の方向から見た図を作成することで、作業者に
わかりやすく残留リスクの存在部位とその危険源を伝える工夫をすることも可能です。
また、同じ部位に異なる危険源が存在する場合、このように分けて図示することで、作業者の見落と
しや思い込みを防止することもできます。

※メーカーのための機械工業界リスクアセスメントガイドライン（http://www.jmf.or.jp/japanese/standard/pdf/hyojun_guidline.pdf）参照
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高電圧通電域

高速回転ならびに粉塵飛散域

機械可動域

が高電圧通電の危険区域

② 操作盤 

① 制御盤 

④モーター端子箱

 ③タンク中継ボックス

③ タンク 
中継ボックス 

① 制御盤 
④モーター端子箱 ④モーター端子箱

④モーター端子箱

が高速回転ならびに研削粉塵飛散の危険区域

⑤ 高速回転域⑥ 研削粉塵飛散域

が巻き込まれ、挟み込まれの危険区域

 ⑦ NC軸の可動域
（砥石軸）

⑧ NC軸の可動域
（コラム）

制御盤や操作盤、端子箱には、内部に
高電圧の端子があり、非常に危険であ
る。保守作業者が保守や点検の目的で
作業するとき以外、これらの内部に決
して触れないこと。
これを守らないと感電による死または
重傷を招く事故となる。

・ ホイールカバー内部には高速で回転する砥
石がある。自動運転か手動運転かを問わず、
運転中に手や身体の一部を砥石の近くに置
くと非常に危険である。保守目的などでそ
れらの箇所に触れる必要のあるときは、必
ず所定の手順により電源を遮断し、可動部
分が完全に停止したことを確認してから作
業に入ること。
　 これを守らないと重傷を負う大きな事故と
なる。
・ 研削の粉塵や砥石の破片は機械正面から見
て左側に飛散する。砥石の回転中は絶対に
左側からのぞき込んだりしないこと。
　 これを守らないと研削の粉塵や砥石の破片
が目に入り、視覚に障害を負う恐れがある。

機械には、砥石の回転域およびNC 軸の
可動域がある。手動、自動を問わず、運
転中にそれらの区域に接近したり、手な
どを入れたりすると、身体の一部を切断
したり、巻き込まれたり、挟まれたりし
て危険である。保守目的などでそれらの
箇所に触れる必要のあるときは、必ず所
定の手順により電源を遮断し、可動部分
が完全に停止したことを確認してから作
業に入ること。これを守らないと重傷を
負う大きな事故となる。
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事例５  図面・写真により残留リスク情報を
　　　　　  分かりやすく示した例（薬品（錠剤）検査装置）

残留リスク一覧
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残留リスクマップは、左ページの残留リスクの場所を示すために、三面図、背面図、写真、機器構成図
を用いて作成しています。

このように、図面を用いながら、機械内部の具体的な危険部位を写真により示しています。
あわせて、この機械を使用するときに使用する他の機械との構成図を示して、作業者に残留リスクを
適切に伝える工夫をしています。
このように、複数の図面と写真を組み合わせることで、扉を閉じた状態を図面で、開いた内部を写真で
構成することにより、残留リスクをわかりやすく作業者に伝える工夫をすることも検討してみてください。

《 図３ 》 右側面図

《 図５ 》 制御盤図
　　　　　 （盤扉開）

１０12

《 図４ 》 背面図

13、14

《 図１ 》 天面図

箇所Ｆ１

３

２

４

５

６

７

箇所Ｅ８
９10、11

《 図２ 》 正面図

《 写真１ 》 正面

16

15

17

18【３．残留リスクマップ（全体レイアウト図）】

【２．残留リスクマップ（本体正面写真）】

【１．残留リスクマップ（本体天面図、正面図、右側面図、背面図）】

錠剤検査装置本体

下ドラム吸引用集塵機 上ドラム吸引用集塵機

雰囲気集塵機
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事例6   運用段階ごとに残留リスクマップを作成した例（食品を撹拌するミキサー）

残留リスク一覧
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残留リスクマップは、運用段階ごとにイラストにより作成してあります。
紙面の都合上、準備・運転時と清掃時の例を掲載します。

運用段階によって機械の特定の部分が残留リスクになったり、そうでなかったりする場合があります。
通常使用時は接触や侵入しても問題がない部分が、清掃時にだけ残留リスクが存在する部分に変わっ

てしまう場合などは、いくつかの運用段階に分けて残留リスクマップを作成することによって、機械ユー
ザーが作業に応じた安全を確保するための必要な情報を分かりやすく提供できます。

No. 2

No. 8
No. 1

No. 7

No. 5

No. 9 

No. 6

No. 3

No. 4

No. 10

No. 11

No. 12
No. 13

No. 14

［準備・運転時］

［清掃時］
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機械は、種類や使われ方が様々です。したがって、それぞれの機械にあった残留リスク情報の提供の
仕方があります。このパンフレットを参考にして、わかりやすく残留リスクを伝える工夫をすることが重
要です。
また、機械ユーザーは機械メーカー等から受け取った情報を適切に活用し、機械包括安全指針に沿っ
たリスクアセスメントを行い作業者の安全対策を図ってください。

　  残留リスク情報を提供する際のポイントは、

・ 機械の制限仕様のシートを必ず一緒に渡して下さい。（仕様の条件と異なった状態で使用すると、想
定外のリスクが生じる可能性があります。）
・ 残留リスク情報は、適切にリスク低減を図ったにもかかわらず残ってしまったリスクに対してユー
ザーがどのように対応すればよいかを伝えるために必要な情報です。なお、機械メーカー等は機械
を譲渡する前にできる限り残留リスクを少なくするよう機械包括安全指針に基づいてリスク低減策を
講じる必要があります。
・ 残留リスク一覧中、機械ユーザーが実施する低減方策の欄には、「手で取らない」のように単に否定
するのではなく、「手工具を使って取る」のように具体的に機械ユーザーで実施可能な方策を記述し
てください。
・ 残留リスク情報を提供するのは、機械メーカーだけでなく、機械リース・レンタル会社、輸入販売会
社、商社、中古機械販売会社など有償、無償を問わず、機械を譲渡・提供する者すべてであること
に留意してください。なお、機械の設計・製造・改造を行わない機械譲渡者の場合は、機械メーカー
等から入手した残留リスク一覧や残留リスクマップを機械ユーザーにそのまま提供しても差し支えあ
りません。

（参　考）
　○リスクアセスメント関連資料・教材一覧
　　http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/
　○（一社）日本機械工業連合会　メーカーのための機械工業界リスクアセスメントガイドライン
　　http://www.jmf.or.jp/japanese/standard/pdf/hyojun_guidline.pdf
　○このパンフレットのダウンロード
　　http://www.jisha.or.jp/machinery/about05.html
　○「機械に関する危険情報の通知」が努力義務になりました（パンフレット）
　　http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/120521.pdf
　○この件に関するお問合せは、
　　厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署（http://www.mhlw.go.jp/index.shtml）
　　中央労働災害防止協会（http://www.jisha.or.jp/）
　　（一社）日本機械工業連合会（http://www.jmf.or.jp/japanese/index.html）


